
電気通信事業法の一部を改正する法律

移動電気通信役務について、携帯電話事業者・
販売代理店に対して、以下の規律を設け、公正な
競争を促進。

① 通信料金と端末代金の完全分離

● 端末の購入を条件とする通信料金の割引を禁止
● 通信役務の締結を条件とする端末代金の値引き等

の利益の提供等を禁止

② 行き過ぎた囲い込みの是正

● 契約の解除を不当に妨げる提供条件を約すること
を禁止

（従来）通信料金を原資とした過度な値引き・キャッ
シュバック（例：10万円端末の０円販売等）

禁止される「利益の提供の内容」
→ 端末代金の値引きの上限 2万円 等

（従来）４年縛り契約、違約金9,500円

禁止される
「契約の解除を不当に妨げる提供条件の内容」

→ 期間拘束は２年まで、違約金※の上限 1,000円

期間拘束ありプランとなしプランの値差170円/月 等

※ 違約金とは、期間拘束のある契約を解除する場合に支払いを
要する金銭。

禁止行為の具体的な内容改正法による措置

 モバイル市場の競争の促進及び電気通信市場の環境の変化に対応した利用者利益の保護を図るための
電気通信事業法の一部を改正する法律※（2019年5月10日成立・5月17日公布）が2019年10月1日に施行。

※衆・参ともに全会一致で成立。

※ このほか、販売代理店の届出制度の導入及び事業者・代理店
の勧誘の適正化に係る措置も実施。



・モバイル市場の競争の促進及び電気通信市場の環境の変化に対応した利用者利益の保護を図るための電気通信事業法の一部を改正
する法律（2019年５月17日公布）が同年10月１日に施行。

・対象役務は、携帯電話サービス及び全国BWAサービス（スマートフォン、フィーチャーフォン、タブレット、モバイルルータ）

・対象事業者は、MNO、MNOの特定関係法人、MVNOのうち利用者数の割合が0.7％を超える者（合計37者）及び販売代理店

通信料金と端末代金の分離 行き過ぎた囲い込みの禁止

競争を行う際の最低限の基本的なルールとして、携帯電話事業者・代理店に対して以下の規律を設け、モバイル市場の公正な競争を促進。
違反した場合は業務改善命令の対象。

 端末の購入等を条件とする通信料金の割引を禁止

 通信契約とセット購入時の端末代金の値引き等の利益の
提供を上限 ２万円に制限

（先行同型機種の買取価格を下回ることも不可。）

 端末代金の値引き等の利益の提供の例外

① 廉価端末
→ ０円以下とならない範囲で利益提供可

② 通信方式変更/周波数移行に対応するための端末
→ ０円未満とならない範囲で利益提供可

③ 不良在庫端末
→ 製造が中止されていない端末については、最終調達
から24か月で半額までの利益提供可、

→ 製造が中止された端末については、最終調達から12
か月で半額まで、24か月で８割までの利益提供可

※ 新規契約を条件とする通信料金の割引、利益の提供についても
同様のルール

 期間拘束契約の期間の上限 ２年

 期間拘束契約の違約金の上限 1,000円

 期間拘束のない契約の提供の義務付け

 期間拘束の有無による料金差の上限 170円/月

 更新を伴う契約が満たすべき条件

① 契約締結時に、契約期間満了時に期間拘束を伴う
契約で更新するどうかを利用者が選択可能

② ①の選択によらず料金その他の提供条件が同一

③ 契約期間満了時に、期間拘束を伴う契約で更新する
かどうかを利用者が改めて選択可能

④ 違約金なく契約を解除可能な更新期間が少なくとも
３か月間設けられている（自動更新なしの場合は１か月）

 継続利用割引時の利益の提供 １か月分の料金/年

電気通信事業法第27条の３等のルールの概要
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